
 

防衛省職員（社会福祉士）募集のお知らせ 
  

海上自衛隊では、防衛省職員（社会福祉士）として、海上自衛隊で勤務する防衛事務官を下記のとお

り募集します。 

 

記 

 

１ 採用地区、俸給表、職務級等 

採用予定地区 俸給表 職務の級 身分等 採用予定数 

神奈川県 

横須賀市 

行政職

（一） 
１級 

防衛事務官 

主として自衛隊横須賀病院で勤務し、

社会福祉士として医療福祉、退院支援

及び病院連携に関する職務に従事す

る。 

１名 

  

 

２ 応募資格 

 ⑴ 社会福祉士の資格保有者 

⑵  採用予定日までに国家公務員の定年年齢（６２歳）に達してない者 

 

 ３ 給与等（令和７年４月１日現在） 

    採用時の給与は経験等により異なります。 

（例）社会福祉士としての勤務経験が１０年ある場合の初任給 約277,000円 

    各種手当には主に次のようなものがあります。 

     ○扶養手当      ：扶養親族のある者に支給（配偶者月額 6,500円等） 

     ○住居手当      ：借家（賃貸のアパート等）に住んでいる者等に月額最高 28,000円 

     ○通勤手当      ：交通機関等利用者に１箇月当たり最高 150,000円 

     ○期末手当・勤勉手当 ：１年間に俸給等の約 4.6月分 

     ○その他       ：超過勤務手当等 

 

 ４ 応募手続 

  ⑴ 提出書類 

   ア 防衛省職員（社会福祉士）選考採用試験申込書 

   イ 履歴書 

   ウ 社会福祉士登録証の写 

  ⑵ 提出期限 

    令和７年６月２７日（金）（必着） 

 

 

 

 次のいずれかの一つに該当する者は応募できません。 

(1) 日本の国籍を有しない者 

(2) 自衛隊法第３８条第１項の規定により防衛省職員となることができない者 

  ○ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその刑の執行猶予の期間中の者その他そ 

  の執行を受けることがなくなるまでの者 

  ○ 法令の規定による懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

  ○ 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結 

   成し、又はこれに加入した者 

(3) 平成１１年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者（心神耗弱を原因とするもの以

外） 



⑶ 採用試験申込書請求先及び提出先 

    海上自衛隊横須賀地方総監部管理部人事課 職員人事管理室   

    〒２３８―-００４６ 横須賀市西逸見町１丁目無番地 

    ℡０４６－８２２－３５００ 内線２３０３又は２３０９  

 

   郵送により受験申込書を請求する場合は､１４０円切手を貼ったあて先明記の返信用封筒（角型２ 

  号：長さ 33.2 ㎝×幅 24 ㎝）を同封してください。 

 

  ⑷ 提出方法 

    持参又は郵送 (応募書類の返却はいたしません。なお、提出していただいた書類は採用手続き関

係以外には使用いたしません。) 

 

 ５ 職場見学 

   受験予定者に対して、ご希望があれば見学会を実施いたします。ご希望の方は令和７年７月４日（金）

までに４⑶へご連絡ください。 

    

 ６ 試験科目及び試験日等 

 

試 験 科 目 試 験 日 試  験  場  所 

小論文試験、 

身体検査、面接試験 

令和７年７月１０日（木） 

（詳細は応募者に別途通知） 

海上自衛隊横須賀地方総監部 

（ＪＲ横須賀駅から徒歩５分） 

及び 

自衛隊横須賀病院 

（ＪＲ田浦駅から徒歩３分） 

 

 ７ 採用予定日 

   令和７年１０月１日（採用予定日は、状況により変更となる可能性があります。） 

 

 

 


